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【耐震評価に係る課題】
〜液状化の取り扱い〜
・所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、影響評価として実施した液状化の応答
が非液状化を上回り、固有周期もずれたことを確認したにも関わらず、設計への
フィードバックを⾏わなかった（2021年10月）

【補足説明資料(共通シリーズ資料等)の作成・ヒアリング対応に係る課題】
〜補足説明資料（共通シリーズ資料）〜
・記載ガイドに沿った資料を提出できなかった
〜補足説明資料（補足説明資料全般）〜
・ヒアリングでコメントの回答ができなかった
（全く答えられない⼜は回答の技術的レベルが不⾜）
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１．設工認対応における課題の抽出（1/4）

※ 地盤モデル、地盤のせん断ひずみなど、これまでの問題点についても検討した結果、設計計画、設計プロセスにおけるホールド
ポイントの設定並びに専門的・多面的レビュー等、液状化における分析と類似の結果となったため、液状化の取り扱いを代表
に改善策を検討した。



１．設工認対応における課題の抽出（2/4）
〜耐震評価に係る課題〜
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所管箇所（施設担当
部⻑・課⻑）は、液状
化を設計の基本として
申請している電⼒会社
はなく、その考え方から
脱却できなかった

所管箇所（施設担当
部⻑・課⻑）は、波及
的影響評価であり、液
状化の影響が非液状
化を上回り、固有周期
がずれても、13波中代
表2波による評価で安
全性に問題がないことを
確認できれば十分であ
ると考え、設計に問題
はないと判断を誤った

所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、確認し
た先⾏炉では非液状化の方が応答が大きく、液
状化評価を代表波で実施していたが、液状化の
方が応答が大きくなった場合の扱いについて、電
⼒各社に問い合わせて調査することをしなかった

所管箇所（施設担
当部⻑・課⻑）は、
影響評価として実施
した液状化の応答が
非液状化を上回り、
固有周期もずれたこ
とを確認したにも関わ
らず、設計へのフィー
ドバックを⾏わなかった

所管箇所（施設担当
部⻑・課⻑）は、液状
化に対する設計プロセ
スで、液状化時の応答
が支配的になった場合
の設計への反映に係る
ホールドポイントを決め
ていなかった

所管箇所（施設担当
部⻑・課⻑）は、技術
的なホールドポイント設
定の必要性について、
専門的・多面的な判
断ができなかった

設計計画(ホールドポイントの設定を含む)策定の
際に、専門的・多面的なレビューを実施できる要
員が所管箇所に不⾜していた

所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、限られた
時間の中で技術的検討を⾏っていた

所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、13波で
確認する必要性について深掘りが不⾜していた
(代表波以外の確認が不要であるという技術的
根拠が定性的評価にとどまった)

所管箇所（施設担当
部⻑・課⻑）は、非液
状化での評価の傾向か
ら、液状化評価におい
ても代表2波以外も許
容値以下になると判断
した

所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、
評価結果に関する技術的解明（モデルの
妥当性の分析）を重視するあまり、当該
事象をホールドポイントと位置づけ、代表波
以外の評価を含む対応の検討に至らな
かった

※ 地盤モデル、地盤のせん断ひず
みなど、これまでの問題点について
も検討した結果、設計計画、設
計プロセスにおけるホールドポイン
トの設定並びに専門的・多面的
レビュー等、液状化における分析
と類似の結果となったため、液状
化の取り扱いを代表に改善策を
検討した。

a-1

所管箇所（施設担当
部⻑・課⻑）は、当該
の結果が得られたことに
対して、モデルの妥当
性の分析に意識が向い
ていた

a-2

a-3

a-4

液状化の取り扱いについて



所管箇所（条文担当
部⻑・課⻑）は、記載
ガイドの「趣旨」に沿った
資料となっているかの
チェック・指導ができな
かった

所管箇所（条文担
当部⻑・課⻑）が記
載ガイドの「趣旨」を理
解していなかった

１．設工認対応における課題の抽出（3/4）
〜補足説明資料(共通シリーズ資料等)の作成・ヒアリング対応に係る課題〜

記載ガイドに沿った
資料を提出できな
かった

所管箇所（条文担当
者）は、記載ガイドの
「趣旨（なぜその様な記
載・修正が必要かのここ
ろ）」が理解できていな
かった 設工認事務局は、記

載ガイドの趣旨を所管
箇所に伝えられなかっ
た

所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）は、ヒアリング傍聴による情報収集を
⾏っていなかった

設工認事務局と所管
箇所（条文担当部
⻑・課⻑）は、適切
なチェックプロセスを設
けなかった

設工認事務局は、記載ガイドに沿って
いるかのチェックを所管箇所（条文担
当部⻑・課⻑）に任せてしまった

設工認事務局は、記載ガ
イドに対するチェックを⾏う
仕組みを取り決めていなか
った

所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）は、記載ガイドに対する関⼼が薄く、
説明会に出席した担当者から説明を聞かず設工認事務局にも問い合わせ
なかった

補足説明資料（１／２）
(共通シリーズ資料)
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記載ガイドの変更の頻度が⾼く、
その変更箇所も多く、趣旨を反
映するまでいたらなかった

記載ガイドの初版および提出資料
の内容が十分でなかった

所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）は
、記載ガイドに沿っているかのチェックを
所管箇所（条文担当者）に任せてし
まった

b-1

b-2

b-3

b-4

b-5

b-6

記載ガイドは、例⽰を主として記載し、なぜその様なガイドとするのかなどの
趣旨の記載が十分でなかった

再処理設工認事務局は記載
ガイドの趣旨を理解した十分な
作業展開ができなかった

設工認事務局が作成
したガイドが、応⽤が利
かない記載ガイドになっ
ていた

設工認事務局は、所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）を対象とした教育
などをしていなかった

b-7

再処理設工認事務局は所管箇
所が多岐、多数にわたり分散配
置されているにもかかわらず、ガイド
の趣旨を記載して周知・徹底する
コミュニケーションを十分に⾏わなか
った

所管箇所（条文担当部
⻑・課⻑）は、記載ガイド
に対するチェックを⾏う仕組
みを取り決めていなかった

b-8



１．設工認対応における課題の抽出（4/4）
〜補足説明資料(共通シリーズ資料等)の作成・ヒアリング対応に係る課題〜

ヒアリングでコメントの回答が
できなかった（全く答えられ
ない⼜は回答の技術的レベ
ルが不⾜）
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ヒアリングの場において、コメントの趣旨、対応方針に関する規制
庁への確認が不十分だった

所管箇所（条文担当
及び施設担当部⻑・課
⻑）が、担当者をフォ
ローできなかった

所管箇所（条文担当及び施設担当部⻑・課⻑）は、ヒアリ
ングに臨む体制、役割分担を決めずに担当者任せにしていた

所管箇所（条文担当及び施
設担当部⻑・課⻑）は余裕
がない状態となったのに、スケ
ジュールを変更しなかった

次の資料作成を優先し、ヒ
アリングの準備を後回しにし
た

規制庁からのコメントに対
して、技術的根拠やロ
ジックが不⾜するなど、コ
メントの趣旨を理解して
いなかった

所管箇所（条文担当及び施設担当部⻑・課⻑）はパンチリス
トを基にチェックできていない（パンチリストが十分に活⽤されてい
なかった）

所管箇所（条文担当及
び施設担当者）の説明
資料に対する知識不⾜

メーカ作成資料および⾃
ら作成した資料について、
技術的内容確認、深堀
り（なぜなぜ問答）が不
十分

所管箇所（条文担当及
び施設担当部⻑、課
⻑）は、技術的内容確
認、深堀りについて指導を
十分できなかった

c-1

c-2

c-3

c-4

c-5

ヒアリングの準備ができていな
かった

資料の内容を理解していな
かった

前回ヒアリングに対するパン
チリストの潰しこみが十分に
できてなかった

設工認事務局と所管箇
所は、スケジュールの遵守
ばかりに気が向いていた

補足説明資料（２／２）
(補足説明資料全般)



２．具体的な改善策（1/3）
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課題 改善策

設計計画(ホールドポイントの設定を含む)策定の際に、
専門的・多面的なレビューを実施できる要員が所管箇所
に不⾜していた

所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、13波で確認す
る必要性について深掘りが不⾜していた
(代表波以外の確認が不要であるという技術的根拠が
定性的評価にとどまった)

所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、先⾏炉では非
液状化の方が応答が大きく、液状化評価を代表波で実
施していたが、液状化の方が応答が大きくなった場合の
扱いについて、電⼒各社に問い合わせて調査することをし
なかった

 所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、技術的論点として抽出された案件に
対し、以下の観点から、設計計画・ホールドポイントについて明確化し、技術
的根拠の妥当性を確認する
（11月より順次実施）
• 基本方針（評価⼿法の妥当性、評価事項の網羅性）
• 設計条件（解析モデル、物性値、許容値）
• 解析結果（傾向分析、考察、方針変更の有無確認）

 所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、上記について電⼒PJ等の支援により
専門的・多面的なレビューを受ける。（11月より順次実施）

 所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、電⼒PJ等の支援を通じ、先⾏電⼒
の実績に関する詳細情報を入⼿する（11月より順次実施）

所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、限られた時間
の中で技術的検討を⾏っていた

 所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、資料提出にあたって、レビューの実施
を含むスケジュール管理を実施する。設工認事務局は前広に実施状況を確
認し、必要な修正を指⽰し、限られた時間内での提出を図る。なお、設工認
事務局はスケジュール通りに進捗しない場合や資料の質が不十分な場合は、
資料提出日等について調整を⾏う
（11月より順次実施）

液状化の取り扱いについて

A-1(2)︓電⼒PJ等の支援

a-1

a-3

a-4

a-2 A-２︓スケジュール管理の徹底

A-1(1)︓ホールドポイントにおける確認項目の明確化



２．具体的な改善策（2/3）
課題 改善策

記載ガイドの初版および提出資料の内容が十分でなかった

記載ガイドは、例⽰を主として記載し、なぜその様なガイドと
するのかなどの趣旨の記載が十分でなかった

設工認事務局は、所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）を
対象とした教育などをしていなかった

設工認事務局は、記載ガイドに対するチェックを⾏う仕組み
を取り決めていなかった

 設工認事務局は、横断的対応方針を検討し、所管箇所は、これを資料に反映し提出
する（MOXの外部衝撃から順次説明）
（11月中）

 許認可業務課⻑は、記載ガイドへ趣旨の記載を速やかに充実化させ、記載ガイド理解
者による所管箇所への巡回・電話指導を⾏わせる（資料改定作業に合わせて実施）
（記載ガイド理解者︓設工認事務局６名（再処理）、7名（MOX））
（11月中）

 許認可業務課⻑は、記載ガイドの趣旨や資料チェックの観点をまとめた教育資料を作成
し、所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）向けに説明会を実施する（11月中）

 許認可業務課⻑は、設工認事務局の記載ガイド理解者によるルールチェックをさせる。
（記載ガイド理解者︓設工認事務局６名（再処理）、7名（MOX））

再処理設工認事務局は所管箇所が多岐、多数にわたり分
散配置されているにもかかわらず、ガイドの趣旨を記載して
周知・徹底するコミュニケーションを十分に⾏わなかった

 社⻑は、再処理・MOX・技術本部間の連携強化のため新たに部門横断的に設工認総
括責任者を配置する（11月予定）

 社⻑は、再処理・MOX・技術本部の設工認作成対応者を一箇所に参集させる（執務
箇所の集約）（11月中）

 経営層（社⻑、事業部⻑、設工認総括責任者）は所管箇所（条文担当部⻑・課
⻑）に対し、作成資料に対する責任を果たすための⾏動の積み重ねを促し、意識改⾰
を後押しする
（所管箇所（部⻑）への訓⽰、部門間の協調体制の推進）

所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）は、ヒアリング傍聴によ
る情報収集を⾏っていなかった

所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）は、記載ガイドに対す
る関⼼が薄く、説明会に出席した担当者から説明を聞かず
設工認事務局にも問い合わせなかった

所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）は、記載ガイドに対す
るチェックを⾏う仕組みを取り決めていなかった

 所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）は、横断的対応方針や外部衝撃（⻯巻・その
他）のヒアリングを傍聴し、情報収集した上で水平展開事項などを⾃ら確認する

 所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）は、記載ガイドに基づく資料のチェックの仕組みを構
築し、資料のチェックを確実に実施する。（11月中）

補足説明資料（１／２）
(共通シリーズ資料)

b-1

b-3

b-4

b-5

b-6

b-7

B-3(1)︓設工認総括責任者の配置

B-1︓記載ガイド理解者による所管箇所への巡回指導

B-7︓記載ガイド理解者によるルールチェック

B-3(2)︓執務箇所の集約

b-2
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B-４︓所管箇所（条⽂担当部⻑・課⻑）の情報収集

b-8
B-8︓所管箇所（条⽂担当部⻑・課⻑）による記載ガイドに基づくチェック



２．具体的な改善策（３/3）
課題 改善策

設工認事務局と所管箇所は、スケジュールの
遵守ばかりに気が向いていた

 必要なプロセスが完了していない状況で、次ステップに進まないよう所管箇所（条文担当及び施
設担当部⻑・課⻑）の認識を向上させるとともに、プロセスが完了していることを設工認事務局
で確認する（11月中）

所管箇所（条文担当及び施設担当部⻑・
課⻑）は、ヒアリングに臨む体制、役割分担
を決めずに担当者任せにしていた

 資料毎に責任者を割当て（所管箇所（条文担当及び施設担当部⻑・課⻑）等）、以下を
実施（11月中）
• 説明者、コメント回答者の指名
• 説明者、コメント回答者にQAを準備させ、審査会合・ヒアリングのリハーサルを通じた指導
• 審査会合、ヒアリングにおける説明者、コメント回答者のフォロー
• 関係部署をヒアリングに参加させる

 技術的能⼒が比較的⾼く発信実績のある者を中⼼にヒアリング参加者を指名する（11月中）

所管箇所（条文担当及び施設担当部⻑・
課⻑）はパンチリストを基にチェックできていな
い（パンチリストが十分に活⽤されていなかっ
た）

 所管箇所（条文担当及び施設担当部⻑・課⻑）は、パンチリストを基にチェックするとともに、
対応方針通りに資料反映されているか、レビューボードによりパンチリスト対応状況を確認する
（11月中）

ヒアリングの場において、コメントの趣旨、対応
方針に関する規制庁への確認が不十分だっ
た

 所管箇所（条文担当及び施設担当部⻑・課⻑）は、パンチリスト作成者を指名し、ヒアリング
の場でホワイトボードにコメントを整理させ、対応方針を決定する（実施中）

 パンチリストの充実化（コメント内容の正確な記載と対応方針の記載を充実）（11月中）
 パンチリスト（コメント内容と対応方針）を規制庁へ提⽰する（11月中）
 設工認事務局にパンチリスト管理者を設置し、各所管箇所のパンチリスト記載内容、対応状況
をチェックし、コメントの趣旨に対応しているか、所管箇所を指導する（11月中）

所管箇所（部⻑、課⻑）は、技術的内容
確認、深堀について指導を十分できなかった  技術的知⾒の豊富なプロパー幹部による支援を⾏う（実施中）

補足説明資料（２／２）
(補足説明資料全般)

c-1

c-2

c-3

c-4

c-5

C-2(1)︓資料責任者の割当て

C-2(2)︓技術⼒のある者のヒアリング参加

C-3︓レビューボードによるパンチリスト対応状況確認

C-4(1)︓ホワイトボードを活用した情報共有
C-4(2)︓NRAと課題認識合わせのため、パンチリストを活用したヒアリング説明

C-5︓プロパー幹部による技術支援

9

C-１︓プロセスの管理



ヒアリング
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レビュー 資料
修正

ドラフト資料作成（パンチリストの潰し込み）

資料
修正

ヒアリング
対応

レビュー 資料
修正

ドラフト資料作成
パンチリストの潰し込み

改善前の業務フロー

改善後の業務フロー
議事録・
パンチリ
スト作成

議事録・
パンチリ
スト作成

実施中改善 改善 改善 改善

電⼒サポートによる支援

事務局による
ルールチェック

プロパー幹部支援の追加

追加

改善

︓地盤モデル、G10ロジック など
 所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、技術的論点として抽出された案件に対し、以下の観点から、設計計画・ホールドポイントについ
て明確化し、技術的根拠の妥当性を確認する

 所管箇所（施設担当部⻑・課⻑）は、上記について電⼒PJ等の支援により専門的・多面的なレビューを受ける

電⼒PJ型支援 追加

補
足
説
明
資
料
の
作
成
・

ヒ
ア
リ
ン
グ
対
応
に
係
る
改
善

耐
震
評
価
に

係
る
改
善

電⼒PJ型支援

• 記載ガイド理解者に
よるルールチェック

• レビューボード
によるパンチリ
スト対応状況
確認 • ホワイトボードを活

⽤した情報共有
• NRAと課題認識
合わせのため、パン
チリストを活⽤した
ヒアリング説明

• 記載ガイド理解者による所管箇所への
巡回指導

• 所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）に
よる記載ガイドに基づくチェック

• 所管箇所（条文担当部⻑・課⻑）向
け説明会

• 所管箇所（条文担当及び施設担当
部⻑・課⻑）の情報収集・水平展開

• パンチリスト管理者（設工認事務局）
による所管箇所の指導

• プロパー幹部による技術支援

• 資料責任者
の割当て

• 技術⼒のある
者のヒアリング
参加

関係箇所に
対する迅速な
情報共有

ヒアリングコメン
ト対応の向上

レビュー方法の改善所管箇所と事務局の
コミュニケーション向上

所管箇所における資料品質向上

従来からの対応項目 改善した対応項目新規対応項目凡例

A-1(1)(2)

B-1

C-2(1)、(2)

C-３

C-4(1)(2)

C-5C-3

電⼒PJ型支援

C-1

A-2

B-7

B-4
追加

３．改善策を踏まえた新たな業務フロー

B-8



第＊条

プロパー幹部
による支援

再処理・MOX再処理・MOX
設工認総括責任者

MOX

11

所管箇所責任者（条⽂担当部⻑）

○○施設●●施設
資料責任者(課⻑)
説明者(課⻑以下)

設工認事務局

実施責任者(副事業部⻑)

課題共通責任者(事業部⻑) 課題共通責任者(事業部⻑)

実施責任者(副事業部⻑)

再処理

MOX事業部

電⼒PJ型支援

G10ロジック
（電⼒PJﾁｰﾑ）

同左

ＰＪ－Ａ

同左

ＰＪ－B

地盤モデル
（九州・関⻄）

事務局による
ルールチェック

レビューボード
によるチェック

資料作成
パンチリスト潰し込み

議事録、
パンチリスト作成

指揮

第＊条
資料責任者(課⻑)
説明者(課⻑以下)

ヒアリング対応

ヒアリング対応

指揮

A-1(2) ︓電⼒PJ等の支援

B-1︓記載ガイド理解者による所管箇所への巡回指導

C-2(1)︓資料責任者割当て

C-2(2)︓技術⼒のある者のヒアリング参加

C-3︓レビューボードによる
パンチリスト対応状況確認

C-4(1)︓ホワイトボードを活用した情報共有
C-4(2)︓NRAと課題認識合わせのため

パンチリストを活用したヒアリング説明

C-5︓プロパー幹部による技術支援

B-3(1)︓設工認総括責任者の配置

B-7︓記載ガイド理解者によるルールチェック

B-3(2)︓執務箇所の集約

B-４︓所管箇所（部⻑・課⻑）の情報収集
C-１︓プロセスの管理

A-２︓スケジュール管理の徹底

４．改善策を踏まえた新たな体制

指揮 指揮

所管箇所責任者（施設担当部⻑）

A-1(1)︓ホールドポイントにおける確認項目の明確化

B-8︓所管箇所（条⽂担当部⻑・課⻑）による
記載ガイドに基づくチェック


